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国立大学法人鹿屋体育大学年俸制適用教員業績評価に関する規則 

 

平成２８年１月２１日 

規  則  第  ３  号 

改正 平成２９年１０月５日 

規  則   第 ２ ７ 号 

平成３１年４月１９日 

規 則 第 １ ７ 号 

令和２年１０月１９日 

規 則 第 １ ２ 号 

令 和 ３ 年 ３ 月 ２ 日 

規 則 第 ２ ２ 号 

令和３年１２月１６日 

規 則 第 ６ ３ 号 

令 和 ４ 年 ３ 月 １ ７ 日 

規 則 第 １ ４ 号 

令 和 ５ 年 ６ 月 ２ 日 

規 則 第 １ ８ 号 

令 和 ６ 年 ３ 月 ２ １ 日 

規 則 第 １ ２ 号 

 

（目的） 

第１条 この規則は、国立大学法人鹿屋体育大学（以下「本学」という。）に勤務する

国立大学法人鹿屋体育大学年俸制適用教員給与規則（平成２８年規則第２号）に定

める年俸制適用教員（以下「評価対象教員」という。）の業績評価に関し必要な事項

を定めることを目的とする。 

 

（業績等の審査） 

第２条 評価対象教員の業績評価（以下「業績評価」という。）は、教育、学生生活の

支援、研究、社会貢献、管理運営の５領域について行う。 

２ 業績評価は、本学が別に定めて実施する教員の自己点検・評価についての評価結

果の評点を活用するものとする。 

 

（評価期間等） 

第３条 業績評価は毎年度実施し、業績評価の対象となる期間（以下「評価期間」と

いう。）は、４月１日から翌年３月３１日までとする。ただし、次の各号に該当する

場合は、業績評価を実施しないものとする。 

(1) 前条第２項に規定する評価の対象とならないとき 

(2) その他学長が業績評価を実施しないことが適当であると認めるとき 

 

（評価実施体制） 

第４条 業績評価の実施等は、役員会が行うものとする。 

 

（エフォート率設定） 

第５条 評価対象教員は、年度の期首に、次の表に掲げる職階に応じてのエフォート

率を決めた上で、「エフォート率設定書」（別紙様式１）（以下「設定書」という。）

を作成し、学長に提出するものとする。 
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領域 

職階 
教 育 

学生生活 

の支援 
研 究 社会貢献 管理運営 自己判断 

教 授 ３０％  ５％ ２０％  ５％  ５％ ３５％ 

准教授 

講 師 
２５％  ５％ ２５％  ５％  ５％ ３５％ 

助 教 ２０％  ５％ ３０％  ５％  ５％ ３５％ 

 注 自己の所属系の特色及び大学運営領域等を考慮して、自己判断欄のエフォート 

  率を各評価領域に５％刻みで配分するものとする。 

２ 評価対象教員は、前項により提出された設定書について、必要に応じ、１０月に

エフォート率を変更した設定書を提出することができる。 

３ 学長は、第１項又は前項で提出された設定書の内容を確認するものとする。 

４ 前項の設定書の内容が不適切と判断される場合には、学長は当該評価対象教員と

面談のうえ、再提出させるものとする。 

 

（評価区分の決定） 

第６条 評価区分は、第２条第２項に規定する教員の自己点検・評価の評点（各領域

１００点満点）を活用し、次の各号に定める算定方法に基づき、役員会の議を経て

学長が決定する。 

(1) 各領域の評点満点の２分の１の点数（５０点）から各領域の評点の平均値を減じ

て、各領域の評点調整値を算出する。ただし、１点未満は切り捨てるものとする。 

(2) 各領域の評点に、前号で算出した各領域の評点調整値を加えて、各領域の調整後

の評点を算出する。ただし、１００点を超える場合は１００点とする。 

(3) 前号で算出した各領域の調整後の評点（１００満点）を各領域５点満点に換算す

る。 

(4) 前号で換算した点数に、「エフォート率設定書」記載の各領域のエフォート率を

乗じた点数を算出し、５領域の合計点（５点満点）を求める。 

(5) 前号で求めた合計点に、教員の活動状況に係る業績評価（１０点満点）に０．０

５を乗じた点数を加算する（加算後５点満点）。 

(6) 第４号又は前号で算出された合計点を評価点（小数点第２位を四捨五入）とし、

次の表に応じた評価区分とする。 

 

評価点 評価区分 

学長の特別措置 ＳＳ評価 

４．３以上５．０ Ｓ評価 

３．５以上４．３未満 Ａ評価 

２．８以上３．５未満 Ｂ評価 

２．２以上２．８未満 Ｃ評価 

１．４以上２．２未満 Ｄ評価 

０．５以上１．４未満 Ｅ評価 

０．５未満 Ｆ評価 

 

２ 評価期間中に国立大学法人鹿屋体育大学就業規則（平成１６年規則第２０号）第

４９条又は第５０条に規定する懲戒処分等を受けた評価対象教員の評価区分は、次

の表に掲げる評価区分とする。ただし、前項において算定された評価区分がＦ評価

の場合、評価区分の変更は行わないものとする。 
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処分の区分 評価区分 

訓告又は厳重注意 前項において算定された評価区分の

１区分下位 

懲戒（減給又は戒告） Ｅ評価 

懲戒（停職） Ｆ評価 

 

３ 第３条の規定により、業績評価を実施しない評価対象教員の評価区分は、Ｃ評価

とする。 

４ 評価区分のＳＳ評価については、別に定める。 

５ 第１項及び第２項の規定にかかわらず、評価対象教員の総数に占める評価区分数

の割合は、次の各号に掲げる割合に調整するものとする（ＳＳ評価は除く。小数点

第１位以下を切り上げ）。ただし、評価対象教員が６人以下の場合は調整しないもの

とする。 

(1) Ｓ評価 １００分の３以内 

(2) Ａ評価 １００分の７以内 

(3) Ｂ評価 １００分の１０以内 

６ 前項に掲げる割合は、上位の評価区分の割合を下位の評価区分の割合に流用する

ことができるものとする。 

 

（評価区分の通知） 

第７条 学長は、前条までの規定により決定された評価区分について、「評価区分決定

通知書」（別紙様式２）により、評価対象教員に通知するものとする。 

 

（不服の申立て） 

第８条 評価対象教員は、前条の規定による通知に対して不服がある場合は、原則と

して３０日以内に「評価区分決定に関する不服申立書」（別紙様式３）により、学長

に申立てをすることができる。 

２ 学長は、前項の申立てに基づき、役員会において審議した結果について、「評価区

分再決定通知書」（別紙様式４）により、当該評価対象教員に通知するものとする。 

３ 前項の審議結果、評価区分に変更が生じた場合でも、他の評価対象教員に係る評

価区分は変更されないものとする。 

 

（実施に関し必要な事項） 

第９条 この規則の実施に関し必要な事項は、学長が別に定める。 

 

 

附 則 

この規則は、平成２８年１月２１日から施行する。 

 

附 則（平２９．１０．５規則第２７号） 

 この規則は、平成２９年１０月５日から施行する。 

 

   附 則（平３１．４．１９規則第１７号） 

 この規則は、令和元年５月１日から施行する。 
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附 則（令２．１０．１９規則第１２号） 

この規則は、令和２年１０月１９日から施行し、令和２年４月１日から適用する。 

ただし、第６条第１項及び別紙様式２の改正規定は、令和３年４月１日から施行する。 

 

   附 則（令３．３．２規則第２２号） 

 この規則は、令和３年３月２日から施行する。 

 

   附 則（令３．１２．１６規則第６３号） 

 この規則は、令和３年１２月１６日から施行し、令和３年４月１日から適用する。 

 

   附 則（令４．３．１７規則第１４号） 

 この規則は、令和４年４月１日から施行する。 

 

   附 則（令５．６．２規則第１８号） 

 この規則は、令和５年６月２日から施行し、令和５年４月１日から適用する。 

 

   附 則（令６．３．２１規則第１２号） 

 この規則は、令和６年４月１日から施行する。 
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別紙様式１（第５条第１項関係） 

令和  年  月  日 

 

 

年俸制適用教員のエフォート率設定書 

 

 

所属： 

職名： 

氏名：              

 

 

１．業績評価対象期間 令和  年 ４ 月 １ 日～令和  年 ３ 月３１日 

 

２．業績年俸計算期間 令和  年１０月 １ 日～令和  年 ９ 月３０日 

 

３．評価領域とエフォート率設定 

各評価領域のエフォート率設定（注） 

教 育 
学生生活 

の支援 
研 究 社会貢献 管理運営 合 計 

％  ％  ％  ％  ％  １００％  

 

注１ ５つの評価領域のエフォート率は５％刻みで設定して、合計が１００％になる

ように記入してください。 

注２ 以下の表の職階に応じ、自己の所属系の特色及び大学運営領域等を考慮して、

自己判断欄のエフォート率を各領域に配分して記入してください。なお、各領域

に記載のエフォート率は、下限の率です。 

領域 

職階 
教 育 

学生生活 

の支援 
研 究 社会貢献 管理運営 自己判断 

教 授 ３０％  ５％ ２０％  ５％  ５％ ３５％ 

准教授 

講 師 
２５％  ５％ ２５％  ５％  ５％ ３５％ 

助 教 ２０％  ５％ ３０％  ５％  ５％ ３５％ 
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別紙様式２（第７条関係） 

令和  年  月  日 

 

 

年俸制適用教員の評価区分決定通知書 

 

 

  殿 

 

 

国立大学法人鹿屋体育大学長 

○ ○ ○ ○ 

 

 

国立大学法人鹿屋体育大学年俸制適用教員業績評価に関する規則第７条の規定によ

り、決定された評価区分について、下記のとおり通知します。 

 

記 

 

１．評価区分      評価 

 

２．各領域点数（エフォート率反映後） 

  【教育】           点 

  【学生生活の支援】      点 

  【研究】           点 

  【社会貢献】         点 

  【管理運営】         点 

  【枠外評価】（※）       点 

  【合計（５点満点）】      点 

 

(※)枠外評価は、「鹿屋体育大学における教員活動に関する自己点検・評価に係る評価

項目及び評価方法等について」で定めている、「業績評価基準表以外の活動状況申

請書」を提出した教員について、点数が記載されています。 

 

３．業績評価対象期間 令和  年 ４ 月 １ 日～令和  年 ３ 月３１日 

 

４．業績年俸計算期間 令和  年１０月 １ 日～令和  年 ９ 月３０日 

 

 

注 評価区分の決定に不服がある場合は、この通知書を受領してから３０日以内に、 

「評価区分決定に関する不服申立書」（別紙様式３）により、学長に申し立てること

ができます。 
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別紙様式３（第８条第１項関係） 

令和  年  月  日 

 

 

 

年俸制適用教員の評価区分決定に関する不服申立書 

 

 

 

国立大学法人鹿屋体育大学長  殿 

 

 

 

所属： 

職名： 

氏名：              

 

 

国立大学法人鹿屋体育大学年俸制適用教員業績評価に関する規則第８条第１項の規

定により、決定された評価区分について、不服申し立ていたします。 

 

記 

 

１．決定された評価区分  評価 

 

２．業績評価対象期間  令和  年 ４ 月 １ 日～令和  年 ３ 月３１日 

 

３．業績年俸計算期間  令和  年１０月 １ 日～令和  年 ９ 月３０日 

 

４．不服申立ての理由 
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別紙様式４（第８条第２項関係） 

令和  年  月  日 

 

 

 

年俸制適用教員の評価区分再決定通知書 

 

 

 

  殿 

 

 

 

国立大学法人鹿屋体育大学長 

○ ○ ○ ○ 

 

 

国立大学法人鹿屋体育大学年俸制適用教員業績評価に関する規則第８条第２項の規

定により、再度決定された評価区分について、下記のとおり通知します。 

 

記 

 

１．再度決定された評価区分  評価 

 

２．業績評価対象期間    令和  年 ４ 月 １ 日～令和  年 ３ 月３１日 

 

３．業績年俸計算期間    令和  年１０月 １ 日～令和  年 ９ 月３０日 

 


